
 

【第２報（５月１０日 １７時時点）】 

法面崩壊による一般国道 499号（長崎市以下宿
い が や ど

町）の通行止めについて 

 

概要 

路 線 名 ：一般国道 499号 

規 制 区 間 ：長崎市以下宿町（ながさきしいがやどまち）L=0.5ｋｍ 

規 制 原 因 ：法面崩壊 

崩 壊 原 因 ：風化劣化した岩盤の不安定化による崩壊 

崩 壊 規 模 ：延長 L=約 20ｍ、高さＨ=約 27ｍ、奥行Ｗ=約 3ｍ、崩壊土量 V=約 100ｍ3 

人身・物損被害：［人身］無、［物損］無 

う 回 路 ：有（別紙のとおり） 

時 系 列 ： 

5/9(土)夜  法面崩壊発生 

 5/10(日)00:06～ 全面通行止め開始 

5/10(日)  大規模災害支援協定に基づき、(一社)長崎県建設業協会［長崎

支部］および(一社)長崎県地質調査業協会と協同現地調査を実施

し、応急復旧の検討を実施 

今 後 の 予 定 ： 

・早期の交通開放のため、仮設の落石防護柵を車道部に設置し、海側(北向)車線におい

て片側交互通行を行う予定 

・着手日については、(一社)長崎県建設業協会と調整中 

  ※交通開放は現在のところ未定 

担当課 道路維持課 長崎振興局道路維持課 

担当者名 中ノ瀬、園田 中屋、石原 

電話番号 直通：095-825-0504 

内線：5513 

代表：095-844-2181 
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